
令和 5年 7月 7日 

３年生保護者様 

大阪市立矢田中学校 

校 長 西 川 祐 功 

担当：事務室（06-6702-5775） 

 

令和５年度 修学旅行費残金の返金について 

 

小暑の候、保護者のみなさまにはますますご清栄のこととお喜び申しあげます。 

平素は、本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、5月 22日にご連絡させていただきましたとおり、修学旅行参加費用について残金が 

生じておりますので、下記の通り返金をさせていただきます。 

ご確認のほどよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１.一人当たりの返金額 ￥877円 

別紙「令和 5 (2023) 年度 3年積立金会計決算書」参照 

（徴収額 ¥50,000円 － 一人あたりの経費 ¥49,123円） 

 

２.返金方法 

徴収金納入に口座振替をご利用の方 

8月 9日（水）に徴収金登録口座にお振り込みいたします。 

徴収金納入に納付書をご利用の方 

7月 12日（水） 11：00 ～ 17：00 

本日お渡しする「領収書」に保護者名を記入のうえ、事務室までご来校ください。 

 

 

※ 未納による実費徴収を行った場合は返金はありません。 

また、一部未納等による減額徴収を行った場合は、返金額が異なっております。 

※ ご不明な点がありましたら、本校事務室までお問い合わせください。 


